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学
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卒
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司
法
試
験
第
二
次
試
験
合
格

司
法
修
習
生
を
命
ず
る

司
法
修
習
生
の
修
習
終
了

判
事
補
に
任
命
す
る

簡
易
裁
判
所
判
事
に
兼
ね
て
任
命
す
る

ロ
佐
賀
簡
易
裁
判
所
判
事
に
補
す
る
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事

出
生
の

年
月
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氏
名

旧
氏
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6

項

な
が
ふ
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け
ん

永
渕
健

昭
和
三
十
七
年
一
月
二
日

最
高
裁
判
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裁
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法
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管
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委
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1

》

裁 判 所

〃 〃 ″

一
一
一

〃

一

○

〃

九

〃 〃 平
成
七

年

ロ
万

〃 〃

四 七 八 八

〃

四
月

一

○ 九 一

一

一

七

一

○

一

○

一

○
一 日

判
事
兼
簡
易
裁
判
所
判
事
に
任
命
す
る

同
時
に
兼
官
た
る
簡
易
裁
判
所
判
事
退
官
と
な
る

補
に
つ
き
任
期
終
了

裁
判
所
法
第
四
十
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
本
官
た
る
判
事

大
阪
簡
易
裁
判
所
判
事
に
補
す
る

大
阪
地
方
裁
判
所
判
事
補
に
補
す
る

最
高
裁
判
所
事
務
総
局
家
庭
局
付
を
免
ず
る

法
制
審
議
会
幹
事
を
免
ず
る

法
制
審
議
会
幹
事
に
任
命
す
る

法
制
審
議
会
幹
事
に
任
命
す
る

よ
り
判
事
の
職
務
を
行
わ
し
む
る
者
に
指
名
す
る

判
事
補
の
職
権
の
特
例
等
に
関
す
る
法
律
第
一
条
の
規
定
に

東
京
簡
易
裁
判
所
判
事
に
補
す
る

最
高
裁
判
所
事
務
総
局
家
庭
局
付
を
命
ず
る

東
京
家
庭
裁
判
所
判
事
補
に
補
す
る

事
項

内
閣

最
高
裁
判
所

〃 〃

法
務
省

〃 最
高
裁
判
所

庁
名

2丁

永
渕
健
一
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一

○
日

平
成
二
十
年
司
法
試
験
（
新
司
法
試
験
）
考
査
委
員
に
任
命

司
法
研
修
所
教
官
に
充
て
る

東
京
簡
易
裁
判
所
判
事
に
補
す
る

東
京
地
方
裁
判
所
判
事
に
補
す
る

部
の
事
務
を
総
括
す
る
も
の
に
指
名
す
る

部
の
事
務
を
総
括
す
る
も
の
に
指
名
す
る

部
の
事
務
を
総
括
す
る
も
の
に
指
名
す
る

部
の
事
務
を
総
括
す
る
も
の
に
指
名
す
る

高
知
簡
易
裁
判
所
判
事
に
補
す
る

兼
ね
て
高
知
家
庭
裁
判
所
判
事
に
補
す
る

部
の
事
務
を
総
括
す
る
も
の
に
指
名
す
る

高
知
地
方
裁
判
所
判
事
に
補
す
る

大
阪
高
等
裁
判
所
判
事
の
職
務
代
行
を
命
ず
る

大
阪
簡
易
裁
判
所
判
事
に
補
す
る

大
阪
地
方
裁
判
所
判
事
に
補
す
る

事
項

〃 〃 〃 〃 〃 ‘ 〃 最
高
裁
判
所

大
阪
高
等
裁
判
所

最
高
裁
判
所

庁
名
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永
渕
健
一
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一
一
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平
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二
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年
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四 四
月

一

八 一 一

〃 一

○ 九

一

一

八
日

福
岡
高
等
裁
判
所
事
務
局
長
を
免
ず
る

福
岡
高
等
裁
判
所
事
務
局
長
を
命
ず
る

福
岡
簡
易
裁
判
所
判
事
に
補
す
る

福
岡
高
等
裁
判
所
判
事
に
補
す
る

司
法
研
修
所
教
官
に
充
て
る
こ
と
を
解
く

東
京
簡
易
裁
判
所
判
事
に
補
す
る

司
法
研
修
所
教
官
に
充
て
る

東
京
地
方
裁
判
所
判
事
に
補
す
る

判
事
兼
簡
易
裁
判
所
判
事
に
任
命
す
る

、

、

お
よ
び
兼
官
た
る
簡
易
裁
判
所
判
事
任
期
終
了

裁
判
所
法
第
四
十
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
本
官
た
る
判
事

る 平
成
二
十
年
司
法
試
験
（
新
司
法
試
験
）
考
査
委
員
を
免
ず

白

任
期
は
平
成
二
十
年
十
月
三
十
一
日
ま
で
と
す
る

す
る

事
項
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閣

〃
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名
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日

法
制
審
議
会
臨
時
委
員
に
任
命
す
る

東
京
簡
易
裁
判
所
判
事
に
補
す
る

部
の
事
務
を
総
括
す
る
者
に
指
名
す
る

東
京
地
方
裁
判
所
判
事
に
補
す
る

判
事
兼
簡
易
裁
判
所
判
事
に
任
命
す
る

お
よ
び
兼
官
た
る
簡
易
裁
判
所
判
事
任
期
終
了

裁
判
所
法
第
四
十
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
本
官
た
る
判
事

部
の
事
務
を
総
括
す
る
者
に
指
名
す
る

部
の
事
務
を
総
括
す
る
者
に
指
名
す
る

部
の
事
務
を
総
括
す
る
者
に
指
名
す
る

部
の
事
務
を
総
括
す
る
者
に
指
名
す
る

部
の
事
務
を
総
括
す
る
者
に
指
名
す
る

東
京
地
方
裁
判
所
判
事
に
補
す
る

東
京
簡
易
裁
判
所
判
事
に
補
す
る

東
京
高
等
裁
判
所
判
事
に
補
す
る

事

項

法
務
省

最
高
裁
判
所

内
閣

〃 〃 〃 〃 〃 最
高
裁
判
所

庁
名

5丁

永
渕
健
一
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四
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八
日

東
京
簡
易
裁
判
所
判
事
に
補
す
る

部
の
事
務
を
総
括
す
る
者
に
指
名
す
る

東
京
高
等
裁
判
所
判
事
に
補
す
る

に
指
名
す
る

静
岡
簡
易
裁
判
所
に
お
け
る
司
法
行
政
事
務
を
掌
理
す
る
者

静
岡
簡
易
裁
判
所
判
事
に
補
す
る

静
岡
地
方
裁
判
所
長
を
命
ず
る

静
岡
地
方
裁
判
所
判
事
に
補
す
る

部
の
事
務
を
総
括
す
る
者
に
指
名
す
る

部
の
事
務
を
総
括
す
る
者
に
指
名
す
る

部
の
事
務
を
総
括
す
る
者
に
指
名
す
る

法
制
審
議
会
臨
時
委
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免
ず
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事
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